
葛西地区自治会連合会資料
平成 2 8 年 3 月 2 日
福祉部

平成28年度民生・児童委員の一斉改選について

1 改選期日 平成28年 1 2 月 1 日（ 3 年に一度）

2 任期 平成 28年 1 2 月 1 日～平成 31年 1 1 月 30 日
(3 年間）

3 改選人数 4 3 5 名（定数）

4 今後の日程（予定）

平成 28 年
各地区の連合町会で説明

1 月～ 3 月

4 月中旬 区から各町会・自治会長へ内薦依頼

6 月中旬候補者内薦書を区へ提出
7月上旬江戸川区民生委員推薦会で候補者の審査

7月中旬東京都知事へ候補者を推薦
1 1 月下旬 区へ厚生労働大臣から委嘱決定通知
1 2 月上旬委嘱状伝達式

5 その他

すべての町会・自治会長へ一斉改選について通知をさせていただきます。
ただし、内薦書については、民生・児童委員の推薦をお願いする町会・自治会
長にのみ、郵送させていただきます。

【担当】
江戸川区福祉部福祉推進課庶務係
TEL 03 ー 5662-0031 （直通）



平成28年度民生・児童委員（主任児童委員）選任について

1 資格要件（民生委員法第 6条、東京都民生・児童委員選任要綱）

民生・児童委員 主任児童委員

①江戸川区の議員の選挙権を有する者
→日本屋氏である年齢 20歳以上で、 3 か月以上江戸川区に住所がある。
成年被後見人等でないこと。

②人格識見高く、広く社会の実情に通じ、かっ、社会福祉の増進に熱意のあ
る者

③児童委員としても適当である者

④児童福祉に関する理解と熱意、専門
的な知識・経験（PTA役員、子ど

も会役員、保育士等）を有し、地域
における児童健全育成活動の中心
となり、積極的な活動が期待できる
者。

2 適格要件等（東京都民生・児童委員選任要綱）

民生・児童委員 主任児童委員

①居住年数 貴町会区域内に、概ね 3年以上居住している方

②勤務形態 －現職議員は不可となります
・原良りとして、常勤の被雇用者（自営業を除く公務員・会社
員等）はお避けください

③年 齢 ※年齢基準尻町｝￥成，28停，•••• 12 .月lβ

断倒 断倒
昭和 2 1 年 1 2 月 2 日以降 昭和 2 9 年 1 2 月 2 日以降
に出生した方（ 7 0 歳未満） に出生した方（ 6 2 歳未満）

陣鯛 陣樹
昭和 1 8 年 1 2 月 2 日以降 昭和 2 6 年 1 2 月 2 日以降
に出生した方（ 7 3 歳未満） に出生した方（6 5 歳未満）




